
 

 

 

 

 

 

高等学校等に通う低所得者世帯（所得割非課税世帯等）を対象に、授業料以外の教育費として支給 

されます。通常（年額給付）の申請時期は７月ですが、希望される新入生の保護者の方に、４～６月分 

相当額（年額の１/４）を前倒しで給付します。 

なお、就学支援金の申請時に提出された個人番号によって得られた所得課税情報を、高校生等奨学 

給付金の対象世帯の確認に使用することがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○対象となる世帯 
次の要件すべてに該当する世帯で、一部早期給付を希望される世帯です。 

① 令和４年４月１日時点で令和３年度の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税の世帯 

又は生活保護の生業扶助受給世帯 

※２回目及び年額の申請は、令和４年度の課税証明書等により確認します。課税の状況により、一部早期給付のみが

対象となり、２回目の申請が対象外となる場合があります。 

② 親権者、未成年後見人等の保護者が鳥取県内に在住 

③ 就学支援金支給対象である学校（高等学校、高等専門学校、専修学校高等課程、高等学校専攻科 

等）に進学した新入生がいる世帯 

※特別支援学校高等部生徒及び児童入所施設入所生徒は除きます。 

○スケジュール（目安）  ※申請の時期や審査の進捗状況により、実際の給付時期は変動します。 

 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

一 部 早 期 給 付 申請 審査 支給     

○給付金額 

世帯区分 
設置 

区分 

一部早期給付（Ａ） 

＜4～6 月分＞ 

２回目（Ｂ） 

【７月申請】 

年額給付（A＋B） 

【７月申請】 

生活保護（生業扶助） 

受給世帯※専攻科以外 

国公立 ８，０７５円 ２４，２２５円 ３２，３００円 

私 立 １３，１５０円 ３９，４５０円 ５２，６００円 

所得割非課税世帯 

（第１子） 

国公立 ２８，５２５円 ８５，５７５円 １１４，１００円 

私 立 ３３，６５０円 １００，９５０円 １３４，６００円 

所得割非課税世帯 

（第２子以降） 

国公立 ３５，９２５円 １０７，７７５円 １４３，７００円 

私 立 ３８，０００円 １１４，０００円 １５２，０００円 

通信制・専攻科 
国公立 １２，６２５円 ３７，８７５円 ５０，５００円 

私 立 １３，０２５円 ３９，０７５円 ５２，１００円 

「鳥取県高校生等奨学給付金」 

令和４年度新入生に対する一部早期給付のご案内 

      （返還は不要）～申請には 課税証明書 等 が必要です～ 

① 

！ 入学時に負担の多い新入生について、一部早期給付を行います。 

！ 一部早期給付申請の後、残りの額を受けるには、２回目の申請が必要です。 

 ①６月に一部早期給付申請 ＋ ②７月に２回目の申請 ⇒ 合計で年額を受給 

 ※一部早期給付の受給者であっても、２回目を申請なしに受給することはできません。 

！ 令和４年７月に通常の給付金（年額給付）の募集があります。両方対象 

となる方で受給をお急ぎでない場合は、年額の申請をしてください。 

支給 審査 申請 



 

○申請手続き 

●県内の高校等に進学した新入生のいる世帯 

①申請書は在学する学校から受け取るか、県のホームページからダウンロードしてください。 

②令和４年６月末までの各学校の定める日までに在学している学校へ申請書類を提出してください。 

●県外の高校等に進学した新入生のいる世帯 

①申請書は県のホームページからダウンロードするか、県育英奨学室へ送付の依頼をしてください。 

②令和４年６月３０日（木）までに県育英奨学室へ申請書類を提出してください。 

○提出書類  ※申請者は原則高校生等の保護者等です。 
生活保護（生業扶助）受給世帯 道府県民税及び市町村民税の所得割が非課税の世帯 

①鳥取県高校生等奨学給付金受給申請書 

②生業扶助（高等学校修学費）受給証明書 

※令和４年４月１日時点の生業扶助の受給状況

が確認できる書類 

③在学証明書（県外高校のみ） 

①高校生等奨学給付金受給申請書 

②保護者全員分の令和３年度における道府県民税及び市町

村民税所得割額が確認できる書類（課税証明書等） 

③対象の新入生及び 15 歳以上（中学生を除く）23 歳未満の

兄弟姉妹の健康保険証の写し 

④在学証明書（県外高校のみ） 

○Ｑ＆Ａ 

 
 毎年６月頃発行される市（町、村）県民税の納税通知書、特別徴収税額の決

定・変更通知書のほか、市町村の発行する課税証明書や所得課税証明書で確

認できます。源泉徴収票や所得証明書ではわかりません。 
なお、税の申告をしていない方（無職、控除対象配偶者等）で税額が出ない場合

は、市町村窓口で税の申告を行った後の課税証明書等が必要です。 

  コンビニ交付が可能かどうかは市町村によって異なります。コンビニ交付以

外に休日・夜間対応窓口や郵送請求でも取得可能と思われますので、市町村

の取得方法をご確認ください。 

 
 福祉事務所において就学のために必要であると判断されれば収入認定から

除外されます。担当の福祉事務所と相談のうえ、申請してください。 

  《第１子の高校生》 

●全日制・定時制の高校生が１人の世帯（父母に扶養されていない兄弟姉

妹がいる場合や父母に扶養されている弟妹が中学生以下の場合を含む） 

●全日制・定時制の高校生が２人以上いる世帯のうち、兄姉の高校生 

《第２子以降の高校生》 

●父母に扶養されている 15 歳以上（中学生を除く）23 歳未満の兄弟姉妹

と全日制・定時制の高校生がいる世帯のうち、全日制・定時制の高校生 

●全日制・定時制の高校生が２人以上いる世帯のうち、弟妹の高校生 

●通信制・専攻科の高校生と全日制・定時制の高校生がいる世帯のうち、

全日制・定時制の高校生 

※全て対象となる高校生が父母に扶養されている場合です。 

 

 

 

 

 

 

詳しくはお問い合わせください 

 鳥取県教育委員会事務局人権教育課 育英奨学室 

 電 話：0857-26-7541 

 メール：jinkenkyouiku@pref.tottori.lg.jp 

道府県民税所得割及び市町村民

税所得割が非課税かどうかは、何

を見たらわかりますか？ 

仕事が忙しくて平日に役場へ行け

そうにありません。課税証明書等

はコンビニで取れますか？ 

給付金額の表の第１子、第２子以

降とはなんですか？ 

？ 

《県ホームページ》

https://www.pref.tottori.lg.jp/ikueishougaku/ 

生活保護受給世帯の場合、奨学給

付金は収入認定されますか？ 


